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                     社会福祉法人  天理市社会福祉事業団  

 

        外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所ふるさと園  

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所ふるさと園  

平成１８年９月３０日  指定  

奈良県指定（第２９７０４００７４９号）  

 

天理市立養護老人ホームふるさと園  
 

 

 

 

 



   

 

 １．ご利用事業所名及び連絡先  

  〈事業所名〉  

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所ふるさと園  

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所ふるさと園  

 

    〈住   所〉  

      〒６３２－００５５   天理市遠田町４７３番地  

 

  〈電話・ FAX〉  

     電話   （０７４３）  ６７  －  ０１６１  

     FAX     （０７４３）  ６７  －  ０８７３  

 

  ２．サービス相談・苦情受付窓口  

   当外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所又は外部  

  サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所が提供す  

  るサービスについての相談・要望及び苦情等については下記窓口まで  

お申し出ください。  

 

     電話  ０７４３  - ６７  - ０１６１   

     FAX   ０７４３  - ６７  - ０８７３  

 

          担当窓口   園長（兼務生活相談員）   森川愛美  

     受付時間   月曜日から金曜日  

           午前９時００分～午後５時００分  

 

 

    

 

 

 



３．居室等の概要  必要が義務づけされている施設・設備です。  

居室・設備  室   数  備   考  

個室（ 1 人部屋）  ５０室  １階  ２２室  

   食  堂  1 か所  １階  

  トイレ・洗面  14 か所  隣室と共用  

   談話室  1 か所  １階  

   浴  室  2 か所  一般浴槽２、介護浴槽１  

   医務室  1 か所  ２階  

   静養室  1 か所  ２階  

  *  この施設・設備の利用にあたって、ご利用者に特別にご負担いただく  

費用はありません。  

  

４．職員の配置状況  

  ≪主な職員の配置状況≫  

   ・  管理者      １名  （併設特養、養護老人ホーム施設長兼務）  

     事業所に勤務する職員及び業務を一元的に管理する。  

   ・  生活相談員    １名  （養護老人ホーム兼務）  

     入所等の調整・業務の実施状況の点検把握及び家族との連絡調整。  

   ・  計画作成担当者  １名  （生活相談員兼務）  

     施設介護サービス計画等の作成。  

   ・  サービス提供責任者   １名  

     訪問介護の利用に係る調整、訪問介護計画の作成、訪問介護員に対す

る技術指導、自らも訪問介護の提供にあたる。  

   ・  介護職員     ９名  （内８名は、養護老人ホーム兼務）  

     入所者の自立支援及び日常生活全般の介護の提供  

  ＊  夜間については夜勤者１名を配置しております。  



５．サービスの内容  

  （１）基本サービス  

    ①  特定施設サービス計画の立案  

     利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏  

まえた上で、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護  

サービス又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者  

生活介護サービスに係る目標及びサービス内容、サービスを提  

供する上での留意点を盛り込んだ特定施設サービス計画を作成  

します。  

    ②  利用者の安否の確認  

     事業所の従業者により、利用者の日常の心身の状況、生活状況  

     を常に配慮いたします。  

    ③  生活相談等  

     生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関すること等の相談  

     に応じます。  

 

  （２）受託居宅サービス  

    特定施設サービス計画に基づく、入浴、排泄、食事等の介護その  

    他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話等のサービスに  

ついては、当事業所が委託する指定居宅サービス事業者により提  

供します。  

 指定訪問介護・指定介護予防訪問介護    

天理市訪問介護事業所ふるさと園  

                     天理市遠田町４７３番地  

 

 指定訪問看護・指定介護予防訪問看    

          訪問看護ステーションみみずく  

天理市丹波市町３０２  

 

指定通所介護・指定介護予防通所介護  

         デイサービスみやぎ  

                  天理市守目堂町１７０  

 



次の指定居宅サービスは、利用者の希望や心身の状況等に応じて  

当事業所がその都度委託する事業者より提供します。  

指定訪問入浴介護（指定介護予防訪問入浴介護）  

指定訪問リハビリテーション（指定介護予防訪問リハビリテーション）  

指定通所リハビリテーション（指定介護予防通所リハビリテーション）  

指定福祉用具貸与（指定介護予防福祉用具貸与）  

地域密着型認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）  

   

（３）設備の使用、手続き並びに介護サービス等  

   ①  居室・洗面所・トイレ  

     居室は全室個室です。入所後、利用者の状況に応じて、  

ご使用いただく居室を変更することがあります。なお、  

洗面所及びトイレは隣室の方お二人との共用です。  

   ②  食  事  

     提供時間   朝食   午前  ８時００分～  ８時３０分  

           昼食   午後１２時００分～１２時３０分  

           夕食   午後  ６時００分～  ６時３０分  

 ・  管理栄養士 (栄養士 )の作成した献立に基づき、食事を提供します。  

・  食事はご利用者の摂取状況に合わせて調理します。  

・  食事介助は、特定施設サービス計画に沿って、サービスの提供を  

行います。  

    ③   入   浴  

・  週２回入浴または清拭を行います。  

・  入浴介助は、特定施設サービス計画に沿って、サービスの提供を  

行います。  

   ④   その他の日常生活  

     日常生活上の更衣、排泄、体位変換、シーツ交換、施設内移動  

     の付き添い等の介護は、利用者の状況に応じた適切な特定施設  

     サービス計画に沿って、サービスの提供を行います。  



   

⑤  健康管理  

     健康状態を把握するため、協力病院の嘱託医師による内科診察  

を原則毎週１回受けることができます。また、必要に応じ、協  

力病院への外来受診をいたします。なお、協力病院及び嘱託医  

以外への受診については原則として、ご家族に行っていただき  

ます。  

協力医療機関  

社会医療法人   高清会  高井病院  

住所天理市蔵之庄町４６１－２   

電話番号  ０７４３－６５－０３７２  

天理市立  メディカルセンター  

住所  天理市富堂町３００－１１     

電話番号  ０７４３－６３－１８２１  

和こころのクリニック王寺  精神科・心療内科  

電話番号  ０７４５－４３－６７１０  

協力歯科医療機関  

医療法人  近山歯科  

住所  天理市柳本町７０２－１      

電話番号  ０７４３－６６－３７８１  

    ⑥  機能訓練  

     日常生活動作の維持又は向上を日ごろの生活の中で実施します。  

必要に応じて、特定施設サービス計画に沿って、サービスの提  

供を行います。  

※ご要望・ご不明点等ございましたら従業者へ相談してください。  

    ⑦  口腔衛生管理  

     ・歯科医師・歯科衛生士、介護職員及び関連職員の共同により、契約



者の口腔状態に応じた口腔衛生管理を継続的に行います。  

     ・歯科医師による検診により治療が必要な場合は、医療費の自己負担

が別途必要になります。  

（４）その他のサービス  

 ①  理美容  

 ②  クラブ・レクリエーション  

     各種クラブ活動及びレクリエーション等の行事を行います。  

   ③  買い物  

     嗜好品等の買い物代行・販売を行っています。  

 

６．利用料金  

    介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせ  

て、ご利用者の負担額を変更します。  

※被保険者の負担割合区分に応じ異なります。  

  （１）保険が適用される基本料金  

※天理市は、地域区分 7 級地であり、 1 単位当たり、１０．１４円です。  

①   基本サービス利用料  

      一日あたりの料金   要介護の方  83 単位  

                要支援の方  56 単位  

②  各種加算料  

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）  

        1 日  （Ⅰ）： 22 単位（Ⅱ）： 18 単位（Ⅲ）： 6 単位  

※介護福祉士の配置割合を評価するための加算。  

・介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ )(Ⅱ )(Ⅲ )（Ⅳ）  

        月の所定単位数に各％乗じた単位数。  

（Ⅰ）１２．８％  （Ⅱ）１２．２％（Ⅲ）１１．０％（Ⅳ）８．８％  

       ※介護職員の資質向上、雇用管理の改善、労働環境の改善  



 

③  受託居宅サービス利用料・受託介護予防サービス利用料  

          受託居宅サービス利用料  

    (ア )「指定訪問介護」  

     ・  身体介護（１サービス利用あたり）  

      １５分   利用者負担額    ９６単位  

      ３０分   利用者負担額   １９３単位  

・  生活援助（１サービス利用あたり）  

       １５分    利用者負担額    ４９単位  

      ３０分    利用者負担額   ９６単位  

・  通院等乗降介助  

       １回あたり  利用者負担額   ８６単位  

・その他の訪問・通所サービス  

       利用単位数の負担割合証区分に応じた額が利用者負担となります。 

        

（イ）「指定介護予防訪問介護」（１ヶ月につき）  

・  週１回程度利用した場合  

  利用者負担額       1,057 単位  

・  週２回程度利用した場合  

       利用者負担額       2,115 単位  

・  週２回以上利用した場合  

       利用者負担額       3,355 単位  

・  その他の訪問・通所サービス  

       利用単位数の負担割合証区分に応じた額が利用者負担となります。 

 

（２）その他保険外で全額利用者負担となる費用  

    ①  特別な介護費用   ：  実費  



     ・排泄用品（おむつ等）の費用  

    ②  理美容代金     ：  実費  

    ③  クラブ活動費    ：  実費  

    ④  冷蔵庫・テレビ等使用電気代  ：  １か月  ５００円 (1 件につき ) 

     ※入院された月のテレビ使用電気代は 1 日 17 円の日割り計算にて徴

収となります。  

  （３）利用料金等の支払い  

    ご利用者は、当月請求額を毎翌月末日までお支払いいただきます。  

＾  

７．サービス内容に関する相談・苦情  

    サービス内容に関する相談及び苦情等については、当施設の相談窓  

   口の他、下記の窓口においてもサービス内容に関する相談及び苦情等  

について伝えることができます。  

①   市町村の介護保険担当窓口  

電話番号  ０７４３－６３－１００１  

②   奈良県国保連合会相談窓口  

電話番号  ０７４４－２９－８３１１  

③    奈良県介護保険担当窓口  

電話番号  ０７４２－２２－１１０１  

 

 

８．事故発生時の対応について  

   （１）サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかに市町  

     村、利用者及びその利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措  

     置を講じさせていただきます。また、事故の状況及び事故に際し  

     てとった処置を記録することとします。  

（２）事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐため  

     の対策を講じることとします。  



    （３）サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償等

速やかに行う。  

  （４）事業所は、事故防止のため、次の措置を講じています。  

    ①事故防止対策委員会の設置と委員会の開催。  

    ②事故防止対策のための体制の整備。  

    ③事故防止対策のための定期的な研修の実施。  

 ９．人権擁護と虐待防止について  

   事業所は利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次

の措置を講じています。  

    ①虐待防止委員会の設置と責任者及び担当者の選任及び委員会の設

置。  

    ②苦情解決体制の整備。  

    ③従業者に対し、虐待防止の啓発・普及するための研修の実施。  

 

１０．身体拘束廃止について  

  （１）事業者は、当該利用者又は、他の利用者の生命又は、身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束及びその他利用者の行動

を制限する行為を行いません。  

やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。  

（２）身体拘束等の適正化に関する取り組みとして次の措置を講じてい

ます。  

 ①身体拘束廃止検討委員会の設置と委員会の開催。  

 ②身体拘束廃止のための体制の整備。  

 ③従業者に対し、身体拘束廃止等の適正化のための研修の実施。  

   

 １１．記録の整備について  



    外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供した日から市

利用者に関する諸記録について、 5 年間保存します。  

 

 １２．感染予防について  

    事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において食中毒

及び、感染症の発生、又はまん延しないよう措置を講じています。  

 

 １３．非常災害時の対策について  

    事業所は、防災計画に基づき非常災害時に備えるため、定期的に避難、

救出等の必要な訓練を行い、利用者の生命等の安全確保に努めています。 

 

 １４．感染症及び災害時における業務継続計画（ BCP）の策定について  

    事業所は、感染症または非常災害の発生において、サービスの提供を継

続的に実施するため及び非常事態の体制で早期に業務再開を図るため

の計画を策定しています。  

 

１５．守秘義務について  

（ １ ） 事 業 者 及 び 従 業 者 は 、 正 当 な 理 由 が な い 限 り 、 業 務 上 知 り 得 た    

利用者及びその家族等の個人情報を第三者に漏らしません。この守秘

義務については、本契約が終了した後も継続します。  

（２）事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機

関等に利用者に関する心身の状況を提供できるものとします。  

（３）事業者は、利用者及びその家族等の個人情報を用いる場合は、事前

に各関連する者の同意を得ることとします。  

 

１６．その他サービスにおける留意事項について  

   （１）面会時間   午前９時から午後５時  



            尚、時間外についてはご相談ください。  

    ・咳・発熱などの体調不良の場合は、面会をお断りする場合があります。  

   ・感染症流行時など、面会場所・時間・方法にご配慮いただく場合があり

ます。  

   （２）外出・外泊  

    所定の用紙にご記入の上、職員に届けてください。  

   （３）貴重品の持ち込みについて  

    金銭及び貴重品の管理については、自己管理を基本とし、多額及び高額

及び貴重な金品については施設に持ち込まないでください。  

   （４）食べ物の持ち込みについて  

    衛生管理上、職員に持ち込みのお声掛けをお願いします。また、本人様

が食べきれる量でお願いします。  

   （５）その他  

    ①騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。  

    ②むやみに他の利用者の居室に立ちいらないようお願いします。  

    ③施設内での金銭及び食べ物のやり取りはご遠慮ください。  

     

※提供するサービスの第三者評価の実施    無し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和    年    月    日  

 

    当事業所の外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護又は  

   外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護にあたり、  

   利用者に対して契約書並びに本書面に基づき、重要な事項について  

   説明を致しました。  

    事業者  所在地    奈良県天理市遠田町４７３番地  

 

        事業所名   外部サービス利用型指定特定施設  

入居者生活介護事業所ふるさと園  

 

        管理者    森川  愛美        ㊞  

 

        説明者（職）       （氏名）  

 

  利用者並びに保証人は、契約書並びに本書面に基づき、事業者から  

  外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護又は外部サービス利用  

型指定介護予防特定施設入居者生活介護についての重要な事項について  

て説明を受けました。  

 

 利用者   住  所                  

 

      氏  名                 ㊞  

 

  身元引受人   住  所                  

 

         氏  名                 ㊞  


